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H28.4

省エネ判定機関等 建築主 所管行政庁 県建築主事 構造適判機関

認
定
事
務

【事前審査を依頼する場合】

【※必要と認める場合】

【建築確認審査の申し出あり 】
【計画変更確認が必要な場合】

建築物のエネルギー消費性能向上計画の認定申請手続きフロー（新築の場合）

事前審査手続き

適合証交付

認定申請

認定通知書

建築確認通知

確認済証

適判審査

判定書

工事完了報告

改善命令

・軽微な変更届
・建築主変更届

変更認定申請

変更認定通知書

事前審査手続き

適合証交付

【認定計画を変更する場合】
（軽微な変更を除く）

【長崎県】

建築確認通知

確認済証

報告書提出

報告の徴収

認定取消

対応

【必要と認める場合】

【必要と認める場合】

【必要と認める場合】

【該当する場合】

【事前審査を依頼する場合】

【建築確認審査の申し出ありの場合】

【構造適判対象規

認
定
申
請
後

【
工
事
着
手
可
】

【
工
事
完
了
】

※別途建築確認申請を行う場合は、下記の
建築確認審査の申し出は不要です。

変
更
認
定
申
請
後

【
変
更
部
分
工
事
施
工
】

※事前に適判を受けた場合を除く
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